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は
じ
め
に

（
一
）
問
題
の
所
在

　

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
精
神
鑑
定
制
度
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
責
任
能
力
判
断
の
際
に
問
題
と
な
る
鑑
定
人
と
裁
判
官
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

　

責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
、
最
判
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
刑
集
六
二
巻
五
号
一
五
五
九
頁
お
よ
び
最
決
平
成
二
一
年
一
二
月
八
日
刑

集
六
三
巻
一
一
号
二
八
二
九
頁
の
二
つ
の
判
例
を
経
て
、
多
数
の
論
考
が
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
稗

田
雅
洋
は
、「
①
責
任
能
力
判
断
に
お
い
て
は
、
精
神
の
障
害
と
い
う
生
物
学
的
要
素
と
弁
識
・
制
御
能
力
と
い
う
心
理
学
的
要
素
を
、
基

本
的
に
可
知
論
の
立
場
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
精
神
鑑
定
の
重
点
も
、
被
告
人
の
精
神
障
害
の
内
容
、
症
状
や
健
常
な
精
神
機
能
に
関

す
る
事
実
と
、
こ
れ
ら
が
犯
行
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」、「
②
そ
の
際
、
精
神
障
害
の
有
無
及
び

内
容（
生
物
学
的
要
素
）と
、
精
神
症
状
等
が
ど
の
よ
う
に
犯
行
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
機
序
に
関
す
る
事
実（
心
理
学
的
事
実
）は
、

法
律
判
断
で
あ
る
弁
識
能
力
・
制
御
能
力
の
判
断
の
前
提
と
し
て
の
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
精
神
医
学
の
専
門
的
知
識
・
経

験
に
よ
る
鑑
定
に
馴
染
む
要
素
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
精
神
鑑
定
の
結
果
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」、「
③
他
方
、
弁
識
能
力
・
制

御
能
力
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
法
律
的
・
評
価
的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
精
神
鑑
定
の
結
果
か
ら
認
め
ら
れ
る
事
実
を
尊
重
す

る
も
の
の
、
こ
れ
以
外
の
証
拠
か
ら
認
め
ら
れ
る
事
実
も
含
め
て
総
合
的
に
判
断
し
て
判
定
す
る
の
で
あ
り
、
精
神
鑑
定
が
そ
の
結
論
に
つ

い
て
示
唆
し
て
い
た
と
し
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
し
て
お
り（

１
）、

こ
れ
が
裁
判
実
務
に
お
け
る
標
準
的
な
理
解
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
こ
こ

で
の
③
に
関
し
て
、「
公
判
に
お
け
る
鑑
定
人
に
対
す
る
質
問
に
際
し
て
も
、
検
察
官
・
弁
護
人
だ
け
で
な
く
裁
判
官
ま
で
も
が
、
弁
識
能
力
・

制
御
能
力
に
関
す
る
法
的
評
価
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
改
め
ら
れ
る
べ
き（

２
）」

で
あ
る
と
す
る
。

（法政研究 85－３・４－590）
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も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
実
務
を
基
本
的
に
尊
重
す
る
立
場
か
ら
も
、
最
後
の
点
に
つ
い
て
、
制
限
の
理
論
的
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

３
）。

ま
た
、
前
述
平
成
二
〇
年
判
決
が
鑑
定
の
尊
重
に
力
点
を
置
い
た
こ
と
も
あ
り
、
二
つ
の
判
例
の
位
置
付

け
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
微
妙
な
温
度
差
が
あ
る（

４
）。

さ
ら
に
進
ん
で
、
裁
判
所
の
鑑
定
の
扱
い
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
も
な
い
わ
け

で
は
な
い（

５
）。

特
に
、
責
任
能
力
が
法
的
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
鑑
定
人
が
意
見
す
る
、
ま
た
は
当
事
者
が
そ
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
は
許0

さ
れ
な
い

0

0

0

0

と
い
う
形
式
的
な
推
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
も
、
必
要
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
鑑
定
事
項
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う（

６
）、

一
般
的
な
理
解
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
制
限
の
実
質
的
な
根
拠
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
竹
川
俊
也
は
、「
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
の
分
析
過
程
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
通
り
、
精
神
鑑
定
人
に
よ
る
究
極
問
題
に
関
す
る
意

見
は
、
①
事
実
認
定
者
の
職
分
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
高
く
、（
そ
の
権
威
性
か
ら
）
過
度
の
影
響
力
を
与
え
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
、
②
精

神
医
学
の
専
門
性
を
発
揮
で
き
る
事
項
で
は
な
い（

７
）」

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
こ
の
①
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
を
念

頭
に
置
い
た
「
事
実
認
定
者
の
職
分
」
が
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
職
業
裁
判
官
が
評
議
に
加
わ
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
上
訴
審
に
お
い

て
事
実
認
定
の
全
面
的
な
検
証
が
可
能
で
あ
る
わ
が
国
の
そ
れ
と
同
じ
な
の
か
に
は
、
比
較
法
的
な
疑
問
が
残
る
。
加
え
て
、
鑑
定
制
度
の

趣
旨
の
一
つ
に
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
の
合
理
的
控
制
が
あ
る
以
上（

８
）、

一
定
の
影
響
を
「
過
度
」
と
評
価
す
る
根
拠
が
問
わ
れ
る
。
ま
た
、

②
に
つ
い
て
は
、
法
的
問
題
で
あ
る
責
任
能
力
判
断
が
精
神
医
学
の
専
門
に
属
す
る
事
項
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
知
見
が
「
発
揮

で
き
な
い
事
項
」
と
ま
で
言
い
切
れ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
①
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
裁
判
員
制
度
と
近
い
と
言
わ
れ
る
陪
審
制
を
採
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
は（

９
）、

一
つ
の
比
較
法
的
素
材
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
国
の
（
精
神
）
鑑
定
制
度
に
つ
い
て
は
一
定
の
先
行
研
究
が
あ
る
も
の
の

）
（1
（

、「
ど
う
い
う

わ
け
か
、
鑑
定
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
務
が
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い

）
（（
（

」
と
い
う
指

摘
も
あ
る
。

（85－３・４－591）
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（
二
）
検
討
課
題

以
上
の
問
題
関
心
の
下
、
本
稿
で
は
、
稗
田
の
設
定
し
た
前
述
の
①
な
い
し
③
の
観
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
可
知
論
問
題
」、「
専
門
性
問
題
」、

「
拘
束
性
問
題
」
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
精
神
鑑
定
制
度
を
比
較
す
る
際
の
分
析
視
角
と
す
る
。
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
精

神
鑑
定
制
度
の
概
要
を
示
し
た
う
え
で
（
一
）、
精
神
鑑
定
の
裁
判
官
に
対
す
る
法
的
・
事
実
的
拘
束
力
を
検
討
す
る
（
二
）。

こ
こ
で
、
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
責
任
能
力
規
定
お
よ
び
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
が
言
い
渡
さ
れ
た
対
象
者
の
扱
い

に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
確
認
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
は
、
精
神
障
害
に
よ
る
責
任
無
能
力
お
よ
び
限
定
責
任
能
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
る

）
（1
（

。

刑
法
典
第
一
二
二
－
一
条

　

行
為
時
に
、
弁
識
又
は
行
為
の
制
御
を
失
わ
せ
る
精
神
障
害
又
は
神
経
性
精
神
障
害
に
冒
さ
れ
て
い
た
者
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
。

　

行
為
時
に
、
弁
識
を
変
性
さ
せ
又
は
行
為
の
制
御
を
困
難
に
す
る
精
神
障
害
又
は
神
経
性
精
神
障
害
に
冒
さ
れ
て
い
た
者
は
、
罰
せ
ら

れ
る
。
裁
判
所
は
、
刑
を
決
定
し
そ
の
執
行
体
制
を
確
定
す
る
際
に
、
こ
の
事
情
を
考
慮
す
る
。
自
由
剥
奪
刑
が
科
さ
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
刑
は
、
三
分
の
一
を
減
軽
さ
れ
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
で
罰
せ
ら
れ
る
重
罪
の
場
合
、
三
〇
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、

軽
罪
に
つ
い
て
は
特
別
に
理
由
を
付
し
た
裁
判
に
よ
り
、
こ
の
刑
の
減
軽
を
適
用
し
な
い
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
医
学
的
意
見
を
経

た
後
で
、
障
害
の
性
質
が
こ
れ
を
正
当
化
す
る
と
思
料
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
が
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
そ
の

状
態
に
適
し
た
治
療
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
、
許
容
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。

第
一
二
二
－
一
条
第
一
項
に
よ
り
責
任
無
能
力
と
さ
れ
る
と
対
象
者
は
刑
罰
を
免
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
複
数
の
措
置
が
適

用
さ
れ
う
る

）
（1
（

。
ま
ず
、
わ
が
国
の
措
置
入
院
に
対
応
す
る
、
従
来
の
職
権
入
院
、
現
在
の
「
国
の
代
理
の
決
定
に
よ
る
精
神
科
治
療
」
が
あ

る
）
（1
（

。
こ
れ
は
、
対
象
者
の
精
神
障
害
が
治
療
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
人
の
安
全
を
危
険
に
さ
ら
す
ま
た
は
公
の
秩
序
を
重
大
な
か
た

（法政研究 85－３・４－592）
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ち
で
侵
害
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
、
釈
放
の
通
報
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
国
の
代
理
（
通
常
は
知
事
）
に
よ
り
（
公
衆
衛
生
法

典
第
Ｌ
．
三
二
一
三
－
七
条
）、
ま
た
は
無
答
責
を
宣
告
し
た
控
訴
院
予
審
部
や
判
決
裁
判
所
に
よ
り
直
接
に
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六

－
一
三
五
条
）、
命
じ
ら
れ
う
る
措
置
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
直
接
に
命
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六
－
一
三

六
条
に
定
め
ら
れ
る
六
種
の
保
安
処
分
が
あ
る

）
（1
（

。
さ
ら
に
、
第
一
二
二
－
一
条
第
二
項
に
よ
り
限
定
責
任
能
力
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は

）
（1
（

、

判
決
時
に
社
会
内
司
法
監
督
を
宣
告
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
、
釈
放
後
の
治
療
義
務
（obligation de soins

）
を
命

じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
第
七
〇
六
－
一
三
六
－
一
条
）。
な
お
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
社
会
内
司
法
監
督
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
治

療
命
令
（injonction de soins

）
の
対
象
と
な
り
う
る
（
刑
法
典
第
一
三
一
－
三
六
－
四
条
）。
こ
れ
ら
触
法
精
神
障
害
者
の
扱
い
は
、「
保

安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
」（
以
下
、
二
〇
〇
八
年
改
正
）

の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
が

）
（1
（

、
精
神
鑑
定
制
度
に
つ
い
て
も
二
〇
〇
八
年
改
正
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

一　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
精
神
鑑
定
制
度

（
一
）
制
度
の
概
観

　

こ
こ
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
お
け
る
鑑
定
一
般
の
主
要
規
定
を
確
認
し
な
が
ら
、
精
神
鑑
定
に
固
有
の
事
項
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
る

（
以
下
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
つ
い
て
は
条
文
番
号
の
み
を
示
す
）。
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
鑑
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研

究
の
蓄
積
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
心
の
限
り
で
概
観
を
行
う
こ
と
と
す
る

）
（1
（

。

（
１
）
鑑
定
命
令
の
権
限

鑑
定
は
、
専
門
分
野
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
、
職
権
で
ま
た
は
検
察
官
も
し
く
は
当
事
者
（
被
疑
者
・
被
告
人
ま
た
は
私
訴
原
告
人
）

（85－３・４－593）
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の
請
求
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
予
審
裁
判
機
関
ま
た
は
判
決
裁
判
機
関
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
五
六
条
第
一
項
）。

鑑
定
を
命
じ
る
か
否
か
は
基
本
的
に
裁
判
官
が
自
由
に
判
断
す
る
が
、
重
罪
事
件
に
つ
い
て
は
、
予
審
判
事
が
精
神
鑑
定
を
命
じ
る
の
は

「
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

）
（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
裁
判
官
の
命
じ
た
精
神
鑑
定
の
結
論
が
責
任
無
能
力
を

導
き
う
る
場
合
、
私
訴
原
告
人
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
反
対
鑑
定
は
必
要
的
と
な
る
。
ま
た
、
関
連
し
て
、
第
七
〇
六
－
四
七
条
に
列
挙
さ
れ

る
、
一
定
の
状
況
下
で
の
殺
人
や
性
犯
罪
等
で
起
訴
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
治
療
命
令
の
適
否
を
調
べ
る
た
め
の
医
学
鑑
定
が
行
わ
れ
る

（
第
七
〇
六
－
四
七
－
一
条
第
三
項

）
11
（

）。

（
２
）
鑑
定
人
の
員
数
と
選
任

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
伝
統
的
に
鑑
定
人
の
員
数
と
選
任
に
つ
い
て
制
度
設
計
上
の
議
論
が
あ
っ
た

）
1（
（

。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
治
罪
法
典
は
こ
れ
を
裁
判
官
の
裁
量
に
完
全
に
委
ね
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
鑑
定
の
恣
意
的
運
用
が
重
大

な
問
題
と
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
現
行
刑
事
訴
訟
法
典
は
、
一
九
五
八
年
の
施
行
時
の
政
令
に
よ
り
、
二
名
の
鑑
定
人
を
選
任
す
る
二
重
鑑
定
の
原

則
を
採
用
し
た
。
こ
の
要
請
は
、
ま
ず
一
九
六
〇
年
の
政
令
に
よ
り
緩
和
さ
れ
、
二
重
鑑
定
の
領
域
は
「
事
件
の
本
案
」
に
関
す
る
問
題
に

限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
五
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
一
人
、
例
外
的
に
複
数
の
鑑
定
人
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
れ
が
現
行
法
と
な
っ
て
い
る
（
第
一
五
六
条

）
11
（

）。
た
だ
し
、
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
複
雑
性
に
か
ん
が
み
て
、
二
人
な
い
し
三

人
の
鑑
定
人
を
選
任
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
予
審
判
事
の
中
に
は
、
一
人
目
の
鑑
定
人
が
責
任
無
能
力
を
結
論
付
け
る
場
合
に
、

反
対
鑑
定
を
職
権
で
命
じ
る
者
が
一
定
数
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。

　

こ
の
点
、
第
一
六
七
－
一
条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
命
じ
た
精
神
鑑
定
の
結
論
が
責
任
無
能
力
を
導
き
う
る
場
合
、
私
訴
原
告
人
に
よ
り

請
求
さ
れ
た
反
対
鑑
定
は
必
要
的
と
な
る
。
こ
の
反
対
鑑
定
は
、
少
な
く
と
も
二
人
の
鑑
定
人
に
よ
り
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
規
定
は
、
も
と
も
と
は
「
裁
判
所
構
成
並
び
に
民
事
、
刑
事
及
び
行
政
訴
訟
に
関
す
る
一
九
九
五
年
二
月
八
日
の
法
律
」（
以
下
、
一
九

九
五
年
改
正
）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、「
私
訴
原
告
人
が
懸
念
を
表
明
す
る
場
合
に
、
こ
の
者
に
対
し
て
、
事
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件
の
行
為
者
が
、
行
為
時
に
弁
識
を
喪
失
さ
せ
る
精
神
障
害
ま
た
は
神
経
性
精
神
障
害
に
、
本
当
に
冒
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
確
認
を

可
能
に
す
る

）
11
（

」
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
改
正
は
、
こ
れ
に
さ
ら
な
る
要
請
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。

　

鑑
定
人
は
、
原
則
と
し
て
、
破
毀
院
作
成
の
全
国
名
簿
ま
た
は
控
訴
院
作
成
の
（
地
方
）
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
自
然
人
ま
た
は
法
人
か
ら

選
任
さ
れ
る
（
第
一
五
七
条
第
一
項
）。
名
簿
へ
の
登
録
に
は
一
定
の
条
件
が
あ
る
が

）
11
（

、
十
分
な
数
の
鑑
定
人
の
確
保
は
重
大
な
課
題
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
鑑
定
人
を
指
名
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
判
断
に
理
由
を
付
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
同
第
二
項
）。

な
お
、
鑑
定
医
に
課
さ
れ
る
職
業
倫
理
上
の
義
務
に
関
す
る
規
定
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
法
典
第
Ｒ
．
四
一
二
七
－
一
〇

五
条
は
、
鑑
定
医
の
独
立
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、「
何
人
も
、
同
一
の
病
者
に
つ
い
て
、
鑑
定
医
と
主
治
医
（m

édecin traitant

）
と
に

同
時
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
第
一
項
）、「
医
師
は
、
自
己
、
自
身
の
患
者
、
近
親
者
、
友
人
又
は
日
常
的
に
自
身
の
業
務
を
求
め
る

集
団
の
利
益
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
鑑
定
の
任
務
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」（
第
二
項
）
と
す
る
。
続
い
て
、
同
第
Ｒ
．
四
一
二
七
－

一
〇
六
条
は
、「
任
務
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
鑑
定
医
は
、
提
示
さ
れ
た
質
問
が
、
医
学
固
有
の
専
門
、
自
身
の
知
識
若
し
く
は
自
身
の
能

力
の
外
に
あ
る
、
又
は
そ
れ
ら
に
答
え
る
こ
と
で
本
職
業
倫
理
法
典
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
回
避
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
も
、
二
〇
〇
四
年
の
デ
ク
レ
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
、
比
較
的
新
し
い
規
定
で
あ
る
。

（
３
）
鑑
定
人
の
任
務

鑑
定
人
の
任
務
は
、
専
門
分
野
の
問
題
の
検
査
の
み
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
鑑
定
命
令
の
中
に
示
さ
れ
る
（
第
一
五
七
条
）。

当
事
者
は
鑑
定
命
令
の
コ
ピ
ー
の
送
付
を
受
け
る
の
だ
が
、
原
則
と
し
て
、
鑑
定
人
に
提
起
さ
れ
る
質
問
の
変
更
ま
た
は
補
充
、
鑑
定
人

リ
ス
ト
か
ら
自
ら
が
選
ん
だ
鑑
定
人
一
人
の
追
加
を
、
裁
判
官
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
六
一
－
一
条
第
一
項
）。
こ
の
鑑
定
命

令
の
コ
ピ
ー
の
送
付
に
関
す
る
規
定
は
、
ウ
ト
ゥ
ロ
事
件
を
機
縁
と
し
た
刑
事
手
続
改
革
に
お
い
て
、
鑑
定
の
最
初
の
段
階
に
お
け
る
防
御

権
保
障
と
し
て
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
に
関
す
る
こ
の
事
件
で
は
、
被
害
児
童
の
供
述
を
発
端
と
し
て
捜
査
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対
象
者
が
拡
大
し
、
最
終
的
に
一
七
人
が
起
訴
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
三
人
が
無
罪
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
様
々
な
制
度
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、

鑑
定
と
の
関
係
で
も
、
予
審
段
階
を
中
心
に
被
害
児
童
と
大
人
た
ち
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
の
べ
八
四
回
の
精
神
鑑
定
・
心
理
学
鑑
定
に
つ

い
て
、
鑑
定
人
の
選
任
や
鑑
定
事
項
の
設
定
等
に
関
す
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。

精
神
鑑
定
に
お
け
る
鑑
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
紹
介
に
あ
る
よ
う
に

）
11
（

、
次
の
よ
う
な
定
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

①
被
鑑
定
人
の
検
査
は
、
そ
の
心
的
・
精
神
的
異
常
を
明
ら
か
に
す
る
か
。
明
ら
か
に
す
る
場
合
、
そ
れ
を
記
述
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
疾
患
と
関
係
す
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
。

　

②
被
鑑
定
人
が
追
及
さ
れ
る
犯
行
は
、
そ
の
異
常
と
関
連
が
あ
る
か
。

　

③
被
鑑
定
人
は
危
険
な
状
態
を
呈
し
て
い
る
か
。

　

④
被
鑑
定
人
は
刑
事
制
裁
に
対
応
で
き
る
か
。

　

⑤
被
鑑
定
人
は
治
療
可
能
か
、
あ
る
い
は
社
会
に
再
適
応
で
き
る
か
。

こ
れ
ら
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
の
適
用
に
関
す
る
一
九
五
九
年
二
月
二
七
日
の
通
達
第
Ｃ
．
三
四
五
条
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
実
務
上
は
、
次
の
よ
う
な
質
問
が
鑑
定
事
項
に
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

）
1（
（

。

　

⑥
被
鑑
定
人
は
、
行
為
時
に
、
弁
識
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
変
性
さ
せ
る
、
ま
た
は
、
行
為
の
制
御
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
困
難
に
す

る
、
精
神
障
害
ま
た
は
神
経
性
精
神
障
害
に
冒
さ
れ
て
い
た
か
。

つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
鑑
定
実
務
に
お
い
て
は
、
第
一
二
二
－
一
条
の
適
用
に
つ
い
て
鑑
定
医
に
意
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
精
神
鑑
定
の
法
的
・
事
実
的
拘
束
力
の
問
題
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

（
４
）
鑑
定
の
報
告

鑑
定
人
は
、
裁
判
官
の
統
制
下
で
連
携
を
と
り
な
が
ら
任
務
を
行
う
（
第
一
五
六
条
第
三
項
、
第
一
六
一
条
第
一
項
）。
精
神
鑑
定
を
含

め
た
鑑
定
の
具
体
的
な
実
施
方
法
と
そ
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

）
11
（

。
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鑑
定
人
は
、
鑑
定
作
業
を
終
え
る
と
報
告
書
を
作
成
す
る
（
第
一
六
六
条
）。
複
数
の
鑑
定
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
、
共
通
の
報
告

書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
異
な
る
意
見
や
同
じ
結
論
へ
の
留
保
が
理
由
を
付
し
て
示
さ
れ
る
。
な
お
、
鑑
定
報
告

書
の
作
成
に
つ
い
て
も
、
職
業
倫
理
上
の
義
務
付
け
が
存
在
す
る
。
公
衆
衛
生
法
典
第
Ｒ
．
四
一
二
七
－
一
〇
八
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、「
報

告
の
作
成
に
お
い
て
、
鑑
定
医
は
、
提
示
さ
れ
た
質
問
に
回
答
を
与
え
う
る
要
素
以
外
を
表
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
限
界
の
外
で
は
、
鑑

定
医
は
、
当
該
鑑
定
に
際
し
て
知
り
得
た
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

鑑
定
書
に
つ
い
て
法
律
上
の
定
式
は
存
在
し
な
い
。
精
神
鑑
定
書
の
形
式
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
が

）
11
（

、
近
年
の
著

作
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
番
号
は
筆
者

）
11
（

）。

　
　

①
緒
言

　
　

②
診
断
書

　
　

③
事
実
の
確
認

　
　

④
検
査
の
実
施

　
　

⑤
本
人
歴

　
　

⑥
精
神
医
学
的
所
見

　
　

⑦
考
察

　
　

⑧
結
論

鑑
定
報
告
書
を
受
け
取
る
と
、
裁
判
官
は
、
当
事
者
お
よ
び
そ
の
弁
護
士
に
鑑
定
人
の
結
論
を
知
ら
せ
る
（
第
一
六
七
条
）。
こ
の
点
、

第
一
六
七
－
一
条
は
、
鑑
定
の
結
論
が
刑
事
無
答
責
の
認
定
を
導
き
う
る
場
合
に
つ
い
て
、
特
則
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
重
罪
に
つ

い
て
は
、
私
訴
原
告
人
の
弁
護
士
が
そ
れ
を
請
求
す
る
場
合
、
通
知
に
際
し
て
鑑
定
人
の
出
席
が
必
要
的
と
な
る
。
こ
の
通
知
の
要
請
は
、

前
述
の
一
九
九
五
年
改
正
が
導
入
し
た
私
訴
原
告
人
に
よ
る
反
対
鑑
定
の
申
請
の
前
段
階
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
八

（85－３・４－597）
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年
改
正
は
さ
ら
に
通
知
の
際
に
鑑
定
人
の
出
席
を
要
求
し
た
。

（
５
）
鑑
定
人
の
尋
問

鑑
定
人
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
実
施
し
た
鑑
定
の
結
果
を
法
廷
で
説
明
す
る
（
第
一
六
八
条
）。
そ
れ
ゆ
え
、
鑑
定
人
の
尋
問
も
ま
た
必

要
的
で
は
な
い
。
な
お
、
検
察
官
が
予
審
判
事
に
鑑
定
人
の
尋
問
を
請
求
し
、
こ
れ
に
立
ち
会
う
場
合
に
は
、
武
器
対
等
の
原
則
に
よ
り
、

当
事
者
の
弁
護
人
の
出
席
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。
検
察
官
お
よ
び
当
事
者
の
弁
護
人
は
、
裁
判
長
に
質
問
を
求
め
る
こ
と
も
、

あ
る
い
は
、
そ
の
統
制
の
下
で
鑑
定
人
に
直
接
質
問
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
判
決
裁
判
所
に
お
け
る
鑑
定
人
尋
問
は
、
重
罪
法
院
で
は
ほ
と

ん
ど
常
に
、
そ
れ
以
外
の
裁
判
所
で
は
非
常
に
例
外
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る

）
11
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
責
任
無
能
力
に
関
し
て
は
特
別
な
手
続
き
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
〇
六
－
一
二
二
条
に
よ
れ
ば
、

控
訴
院
予
審
部
が
第
七
〇
六
－
一
二
〇
条
に
よ
り
事
件
を
係
属
し
た
場
合
、
予
審
対
象
者
の
鑑
定
を
行
っ
た
鑑
定
医
の
尋
問
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合
と
は
、
予
審
判
事
が
、
予
審
対
象
者
が
犯
行
を
行
っ
た
と
す
る
に
足
り
る
十
分
な
嫌
疑
が
あ
る
と

確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
に
責
任
無
能
力
を
認
め
る
説
得
的
な
理
由
が
あ
る
と
思
料
し
た
と
き
で
あ
っ
て
、
職
権
ま
た
は
検
察
官
も
し
く
は
当

事
者
の
請
求
に
よ
り
事
件
を
移
送
し
、
こ
れ
を
控
訴
院
予
審
部
が
係
属
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
鑑
定
人
の
尋
問
手
続
き
は
、
原
則
と
し
て

公
開
か
つ
対
審
で
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
鑑
定
医
は
、
第
一
六
八
条
に
従
っ
て
「
尋
問
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
七
〇
六
－
一
二

二
条
第
四
項
）。
こ
れ
も
、
も
と
も
と
は
一
九
九
五
年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

鑑
定
人
尋
問
の
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
の
手
続
き
と
結
び
付
く
こ
と
と
な
る
が
、
特
に
重
罪
法
院
で
は
、
こ
こ
で
の
審
理
を
規
律
す

る
口
頭
主
義
原
則
に
よ
り
、
鑑
定
人
の
意
見
に
は
特
別
な
重
要
性
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
職
業
裁
判
官
お
よ
び
当
事
者
と

は
異
な
り
、
陪
審
員
は
鑑
定
書
報
告
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
鑑
定
医
の
説
明
が
特
に
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
重
罪
法
院
に
お

け
る
鑑
定
医
へ
の
注
意
点
と
し
て
、
精
神
鑑
定
に
関
す
る
近
年
の
概
説
書
は
、
以
下
の
事
項
を
挙
げ
る

）
11
（

。

　
　

・
報
告
書
を
読
み
上
げ
る
の
を
避
け
る
こ
と
。
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・
必
要
が
あ
れ
ば
、
質
問
の
定
式
を
改
め
る
た
め
に
、
裁
判
長
を
活
用
す
る
こ
と
。

　
　

・「
反
対
尋
問
（contre-interrogatoire

）」
を
予
測
す
る
こ
と
。

　
　

・
総
括
と
簡
潔
な
返
答
を
こ
こ
ろ
が
け
る
こ
と
。

　
　

・
陪
審
員
の
理
解
力
の
水
準
を
見
積
も
る
こ
と
。

　
　

・
決
し
て
法
律
問
題
に
は
答
え
な
い
こ
と
。

　
　

・
裁
判
長
に
向
か
い
合
っ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
第
一
六
九
条
は
、
証
人
や
参
考
人
と
し
て
専
門
家
が
登
場
し
、
鑑
定
人
の
結
論
に
異
議
を
唱
え
た
場
合
の
手
続
き
を
定
め
る
。

こ
れ
は
、
公
判
廷
に
お
け
る
「
鑑
定
人
の
戦
い
」
を
避
け
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
が

）
11
（

、
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
た
め
、
こ
こ

で
は
検
討
し
な
い
。

（
６
）
補
足
―
―
証
人
・
証
言
と
の
相
違

最
後
に
、
鑑
定
人
と
証
人
の
扱
い
の
相
違
を
確
認
す
る
。
伝
統
的
に
は
、
鑑
定
人
と
証
人
と
が
同
視
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で

は
、
両
者
が
異
な
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
が
あ
る

）
11
（

。
実
際
に
、
第
一
六
九
条
は
、
正
式
な
鑑
定
人
と
当
事
者
が
呼
ん

だ
専
門
家
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、M

erle=V
itu

は
、
鑑
定
人
は
代
替
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
証
人
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
相

違
点
と
し
て
挙
げ
る

）
1（
（

。Rassat

は
、
そ
れ
以
外
に
、
鑑
定
人
は
証
人
と
は
異
な
る
宣
誓
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
、
鑑
定
人
は
意
見
を

述
べ
る
枠
組
み
で
も
証
人
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
、
す
な
わ
ち
、
鑑
定
人
は
公
判
廷
か
ら
隔
離
さ
れ
ず
、
文
書
を
手
に
報
告
書
を
読
み

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
言
及
す
る

）
11
（

。
ま
た
、Leroy

は
、
鑑
定
は
専
門
分
野
の
問
題
と
し
て
評
価
を
含
み
、
主
観
性
が
あ
る
点
を
指
摘

す
る

）
11
（

。
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（
二
）
わ
が
国
の
制
度
と
の
関
係
に
お
け
る
注
意
点

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
鑑
定
制
度
を
概
観
し
た
が
、
こ
こ
に
は
す
で
に
、
わ
が
国
の
制
度
と
異
な
る
点
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
と
の
間
に
は
、
精
神
鑑
定
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
の
基
本
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。

大
き
な
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
は
、
予
審
に
お
け
る
精
神
鑑
定
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
実
際
に
、
検
討
し
た
鑑
定
に
関
す
る
規
定
は
予
審
判
事
の
権
限
を
定
め
る
章
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
裁
判
官
に
よ
る

鑑
定
は
こ
れ
を
準
用
す
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
判
決
裁
判
所
段
階
と
り
わ
け
重
罪
法
院
で
の
精
神
鑑
定
に
お
い
て
も
、
予

審
段
階
と
同
じ
原
則
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
比
較
の
基
礎
を
欠
く
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
予
審
と

い
っ
て
も
、
現
在
で
は
、
予
審
判
事
よ
り
も
、
前
述
の
公
開
か
つ
対
審
の
鑑
定
人
尋
問
を
経
た
控
訴
院
予
審
部
の
方
が
、
刑
事
無
答
責
を
言

い
渡
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
統
計
も
あ
る

）
11
（

。
さ
ら
に
、
予
審
請
求
前
に
精
神
障
害
を
理
由
と
し
て
不
起
訴
と
な
る
者
が
よ
り
多
数
で
あ
る
と

さ
れ
る
点
は
、
わ
が
国
と
類
似
の
状
況
に
あ
る

）
11
（

。

む
し
ろ
、
制
度
や
議
論
を
参
照
す
る
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
鑑
定
制
度
全
体
に
お
け
る
精
神
鑑
定
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
伝
統
的
に
鑑
定
事
項
と
し
て
対
象
者
の
危
険
性
や
治
療
可
能
性
が
問
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
現
在
で
は
、
鑑
定
や
検

査
（exam

en

）
の
多
様
化
と
多
用
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
、
前
述
し
た
第
七
〇
六
－
四
七
－
一
条
第
三
項
に
よ
る
治
療
命
令
の
適

否
を
調
べ
る
た
め
の
医
学
鑑
定
や
、
ウ
ト
ゥ
ロ
事
件
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
た
被
害
者
の
供
述
の
信
用
性
（crédibilité

）
を
調
べ
る
た
め

の
心
理
学
鑑
定
で
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
理
論
的
に
は
、
必
ず
し
も
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
精
神
鑑
定
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
鑑
定
制
度
全
体
に
お
け
る
そ
の
位
置
付
け
が
、
わ
が
国
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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（
三
）
小
括

以
上
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
（
精
神
）
鑑
定
制
度
の
概
観
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
一
応
の
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
全
体
と
し
て
は
、
わ
が
国
と
共
通
の
制
度
枠
組
み
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
命
令
に
始
ま
り
そ
の
結
論
の
採
用
に
至
る

ま
で
、
裁
判
官
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
鑑
定
人
は
、
裁
判
官
の
設
定
し
た
事
項
を
専
門
的
観
点
か
ら
調
査
・
報
告
す
る
。
そ
の

地
位
は
、
基
本
的
に
証
人
と
は
異
な
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
鑑
定
人
忌
避
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
点
を
挙
げ
て
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
鑑
定
人
は
証
人
と
し
て
の
性
質
が
強
い
と
す
る
評
価
も
あ
る
が

）
11
（

、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
点
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
第
二
に
、
わ
が
国
と
の
相
違
も
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
特
に
、
近
年
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、
私
訴
原
告

人
を
含
む
当
事
者
に
よ
る
鑑
定
手
続
へ
の
介
入
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
精
神
鑑
定
以
外
に
も
、
医
学
鑑
定
や
心
理
学

鑑
定
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
相
違
で
あ
る
。
第
三
に
、
公
判
段
階
、
特
に
重
罪
法
院
に
お
け
る
責
任
能
力
の
認
定
を

め
ぐ
る
議
論
が
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
が
相
違
と
し
て
同
じ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
責
任
能
力
制
度
や
精
神
鑑
定
の
問
題
と
し
て

は
、
む
し
ろ
、
被
告
人
の
危
険
性
を
考
慮
す
べ
き
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る

）
11
（

。

本
稿
に
お
け
る
三
つ
の
分
析
視
角
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
可
知
論
問
題
」
に
関
し
て
は
、
一
般
的
な
鑑
定
事
項
の
「
被
鑑
定
人
が
追
及
さ

れ
る
犯
行
は
、
そ
の
異
常
と
関
連
が
あ
る
か
」
は
、
可
知
論
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
問
い
で
あ
る
。「
専
門
性
問
題
」
に
関
し
て
は
、
前
述
の

と
お
り
、
責
任
能
力
判
断
だ
け
で
な
く
、
危
険
性
や
治
療
可
能
性
ま
で
、
専
門
分
野
の
問
題
と
し
て
鑑
定
事
項
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
拘
束
性
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
定
め
は
な
い
が
、
次
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
法
的
拘
束
は
明
確

に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
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二　

精
神
鑑
定
の
法
的
・
事
実
的
拘
束
力

（
一
）
精
神
鑑
定
の
法
的
拘
束
力
―
―
な
い

　
「
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
鑑
定
人
の
結
論
が
裁
判
官
を
決
し
て
拘
束
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
に
確
立
し
て
い
る

）
11
（

」。
こ
れ
に
つ
い
て
法

律
の
明
文
規
定
は
な
い
が
、
参
照
さ
れ
る
の
は
、
次
の
二
件
の
破
毀
院
判
例
で
あ
る
。
一
つ
は
、
一
九
五
八
年
三
月
一
一
日
判
決
で
あ
り
、

鑑
定
医
が
酩
酊
に
よ
る
心
神
喪
失
を
結
論
付
け
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
鑑
定
は
評
価
要
素
の
一
つ
に
と
ど
ま
る
と
し
つ
つ
、
被
告

人
の
罪
責
を
肯
定
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
11
（

。
も
う
一
つ
は
、
一
九
七
九
年
六
月
六
日
判
決
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
被
告
人
が
刑
法
典
第

六
四
条
の
意
味
に
お
け
る
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
な
く
、
心
理
鑑
定
お
よ
び
証
言
か
ら
導
か
れ
る
被
告
人
の
精
神
構
造

（psychism
e

）
の
特
定
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
、
被
告
人
の
責
任
は
限
定
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
、
専
権
を
も
っ
て
結

論
付
け
た
」
控
訴
院
の
判
断
が
維
持
さ
れ
た

）
1（
（

。

（
二
）
精
神
鑑
定
実
務
の
状
況

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
精
神
鑑
定
が
裁
判
官
を
拘
束
し
な
い
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
し
か
し
、Rassat

は
こ
の
点
に
つ
き
、

「
し
か
し
な
が
ら
、
鑑
定
を
行
う
理
由
は
、
司
法
官
が
専
門
分
野
の
問
題
に
つ
い
て
不
適
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
奇
妙
で
あ
る

）
11
（

」
と
す
る
。
ま
た
、Pradel

に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
精
神
鑑
定
と
異
な
る
判
断
を
す
る
の
は
、「
実
務
上
、
そ
れ
は
非

常
に
稀
で
あ
る

）
11
（

」。
そ
う
す
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
事
実
上
の
拘
束
力
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
精
神
鑑
定
医
は
い
か
な
る
問
題
に
ま
で
回
答
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
「
専
門
性
問
題
」
に
関
し
て
、
フ
ラ

（法政研究 85－３・４－602）
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ン
ス
の
状
況
を
確
認
す
る
（（
１
））。
次
い
で
、
精
神
鑑
定
医
と
裁
判
官
と
の
関
係
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
き
、
近

年
の
研
究
を
参
照
す
る
（（
２
））。

（
１
）
精
神
鑑
定
医
は
い
か
な
る
問
題
に
ま
で
回
答
が
許
さ
れ
る
の
か

前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「
被
鑑
定
人
は
、
行
為
時
に
、
弁
識
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
変
性
さ
せ
る
、
ま
た
は
、
行
為

の
制
御
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
困
難
に
す
る
、
精
神
障
害
ま
た
は
神
経
性
精
神
障
害
に
冒
さ
れ
て
い
た
か
」
と
い
う
質
問
が
、
一
般
的
に
鑑

定
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
問
題
で
あ
る
第
一
二
二
－
一
条
第
一
項
の
適
否
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
す
ぐ
手
前
の
事

実
ま
で
、
精
神
鑑
定
医
は
発
言
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
用
は
、
鑑
定
人
の
任
務
を
「
専
門
分
野
の
問
題
の
検
査
」
に
限
定

す
る
第
一
五
七
条
と
抵
触
し
う
る
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
対
象
者
の
刑
事
責
任
を
消
滅
ま
た
は
減
軽
さ
せ
う
る
心
的
異
常
の
調
査
に

関
す
る
精
神
鑑
定
の
任
務
の
実
行
が
、
事
実
を
吟
味
し
、
対
象
者
の
有
罪
性
を
検
討
し
、
そ
の
刑
事
制
裁
へ
の
対
応
可
能
性
を
評
価
す
る
こ

と
を
、
鑑
定
医
に
禁
じ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
条
文
か
ら
も
、
ま
た
刑
事
手
続
き
の
原
則
か
ら
も
、
導
か
れ
な
い

）
11
（

。
こ
こ
で
は
、「
対

象
者
の
刑
事
責
任
を
消
滅
ま
た
は
減
軽
さ
せ
う
る
心
的
異
常
の
調
査
」
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
の
背
景
に
は
、「
シ
ョ
ー
ミ
エ
通
達
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
一
九
〇
五
年
一
二
月
一
二
日
の
司
法
省
通
達
に
よ
り
確
立

し
た
実
務
が
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
は
、
予
審
判
事
が
職
権
で
鑑
定
を
命
じ
、「
①
刑
法
典
第
六
四
条
の
意
味
に
お
い
て
、
被
疑
者
が
、
行
為
時
に
、

心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
か
否
か
」
お
よ
び
「
②
精
神
医
学
的
お
よ
び
生
物
学
的
検
査
が
、
被
疑
者
に
お
い
て
、
一
定
程
度
そ
の
責
任
を

軽
減
し
う
る
よ
う
な
心
理
的
ま
た
は
精
神
的
異
常
の
存
在
を
少
し
も
示
さ
な
い
か
否
か
」
と
い
う
質
問
を
提
起
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
荒
川
正
三
郎
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
鑑
定
制
度
の
紹
介
に
付
さ
れ
て
い
る
「
鑑
定
報
告
書
の
実
例
（
セ
ル
ジ
エ
・
ア
ン

ゴ
事
件
）」
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
シ
ョ
ー
ミ
エ
通
達
の
内
容
が
鑑
定
事
項
と
な
っ
て
お
り
、
結
論
と
し
て
い
ず
れ
の
問
い
に
も
否
定
的
な

判
断
が
明
示
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

近
年
、Protais

は
、
二
九
名
の
鑑
定
医
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
次
の
よ
う
な
精
神
鑑
定
の
実
務
を
明
ら
か
に
し
た

）
11
（

。
そ
れ
に
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よ
る
と
、
精
神
鑑
定
医
は
責
任
無
能
力
に
つ
い
て
異
な
る
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
、
責
任
無
能
力
を
認
め
る
傾
向
の
順
に
、
七
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。

第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
鑑
定
医
は
、
臨
床
上
の
ラ
ベ
ル
を
責
任
無
能
力
状
態
と
厳
格
に
結
び
付
け
、
精
神
病
に
よ
る
代
償
不
全
状
態

）
11
（

に

あ
っ
た
者
は
責
任
無
能
力
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
臨
床
的
評
価
と
は
別
に
、
当
該
人
物
の
弁
識
お
よ
び
制
御
能
力
の
状
態
に
つ
い
て

特
殊
な
推
論
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
精
神
疾
患
の
包
括
的
お
よ
び
固
定
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
包
括
的
と
は
、
疾
患
が
当
該
人
物
に
生
じ

さ
せ
た
機
能
不
全
の
程
度
お
よ
び
水
準
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
の
種
の
精
神
障
害
の
存
在
が
、
人
格
全
体
を
病
理
的
決
定
要
因
へ
と
陥
れ
た

と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
固
定
的
と
は
、
当
該
人
物
が
精
神
病
を
患
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
以
上
、
精
神
機
能
全
体
に

お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
影
響
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
す
る
の
は
、
責
任
無
能
力
に
つ
き
非
常
に

広
い
考
え
方
を
す
る
鑑
定
医
で
あ
る
。
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
第
一
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
精
神
疾
患
と
犯
さ
れ
た
行

為
と
の
間
の
関
係
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
鑑
定
医
た
ち
は
、
責
任
無
能
力
に
な
ら
な
い
者
と
し
て
、
妄
想
を
持
ち
つ
つ
も
利
欲
的
な
目
的
の

た
め
に
金
を
盗
む
人
物
を
例
を
挙
げ
る
。
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
妄
想
性
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
精
神
病
患
者
を
除
き
、
精
神
病
に
よ
る
代
償
不

全
状
態
に
あ
っ
た
者
は
責
任
無
能
力
で
あ
る
と
す
る
。
同
様
に
、
第
四
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
聴
取
者
を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
者
、
全
体
と
し

て
合
理
的
な
動
機
を
述
べ
る
者
を
除
き
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
第
三
・
第
四
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
鑑
定
医
は
、「
重
大
な
」、
す
な
わ
ち
、

思
考
の
完
全
な
破
壊
お
よ
び
解
体
を
も
た
ら
す
、
精
神
病
に
よ
る
代
償
不
全
状
態
の
み
が
、
真
正
の
責
任
無
能
力
状
態
で
あ
り
、
妄
想
は
非

常
に
「
侵
略
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

第
五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
精
神
病
に
よ
る
代
償
不
全
状
態
に
あ
っ
た
者
の
大
多
数
は
、
そ
れ
で
も
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
る
が
、
犯
罪
が

命
令
的
な
幻
覚
と
結
び
付
い
て
い
た
場
合
は
別
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
鑑
定
医
た
ち
は
、
当
該
人
物
が
妄
想
の
中
で
保
持
し
て
い
た
制
御
の

程
度
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
段
階
に
来
る
と
、
責
任
無
能
力
の
結
論
に
ご
く
ま
れ
に
し
か
至
ら
な
い
。
第
六
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、
原
則
と
し

て
責
任
能
力
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
妄
想
の
中
で
、
根
本
的
な
禁
止
の
意
識
を
失
っ
て
い
た
場
合
は
除
く
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
的
弁
識
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が
判
別
の
指
標
と
さ
れ
る
。
第
七
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
責
任
無
能
力
に
徹
底
的
に
反
対
し
、
キ
ャ
リ
ア
を
通
し
て
こ
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ

た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
鑑
定
医
た
ち
は
、
当
該
人
物
が
自
身
の
責
任
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
ま
た
は
、
取
調
べ
の
段
階
で
、
自

身
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
。

こ
れ
ら
の
傾
向
の
基
礎
に
は
責
任
能
力
に
関
す
る
異
な
る
視
座
が
あ
る
と
、Protais 

は
説
明
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
保
護
の
視
座
で
あ

り
、
人
道
主
義
を
要
求
す
る
伝
統
的
な
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
精
神
病
院
を
、
触
法
精
神
障
害
者
の
保
護
と
治
療
の
た
め
の
解
決
策

と
見
な
す
。
も
う
一
つ
は
、
統
合
の
視
座
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
、「
反
精
神
医
学
」
の
影
響
下
に
お
い
て
登
場
し
た
考
え
方

で
あ
り
、
精
神
障
害
者
の
社
会
へ
の
統
合
を
目
指
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
精
神
病
者
は
、「
別
の
性
質
の
存
在
」
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

刑
法
の
領
域
で
も
、
有
責
で
あ
り
刑
を
受
け
う
る
ほ
か
の
者
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
刑
の
言
い

渡
し
は
、
対
象
者
を
治
療
す
る
た
め
に
重
要
で
も
あ
る
。
こ
の
統
合
の
視
座
は
、
近
年
、
社
会
防
衛
の
視
座
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
女
の
分
析
で
は
、
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
極
と
す
る
責
任
無
能
力
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
鑑
定
医
は
保
護
の
視
座
に
立
ち
、
第
七
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
極
と
す
る
こ
れ
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
鑑
定
医
は
統
合
の
視
座
に
立
つ

）
11
（

。

Protais 

の
分
析
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
一
に
、
鑑
定
医
は
実
際
に
責
任
能
力
の
有
無
に
ま
で
言
及
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
鑑
定
医
の
間
で
大
き
な
態
度
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
る
と
、
ま
ず
、
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
精
神
障
害
と
責
任
能
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
不
可
知
論
に
立
ち
、
刑
罰
よ
り

も
治
療
を
優
先
す
べ
き
と
す
る
、
わ
が
国
で
も
見
ら
れ
る
立
場
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
責
任
能
力
の
心
理
学
的
要
素
に
つ
い
て
、

直
接
の
言
及
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
も
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
制
御
能
力
を
、
第
六
が
弁
識
能
力
を
問
題
と
し
て
い
る

こ
と
を
除
け
ば
、
鑑
定
医
は
、
少
な
く
と
も
暗
黙
裡
に
し
か
心
理
学
的
要
素
に
言
及
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
実
務
に
対
し
て
は
、
当
然
批
判
も
あ
る
。
精
神
鑑
定
に
関
す
る
近
年
の
概
説
書
は
、
次
の
よ
う
な
注
意
を
喚
起
す
る
。「
手

続
上
の
規
則
は
厳
密
に
同
じ
で
あ
る
が
、
鑑
定
医
は
自
分
に
要
請
さ
れ
た
事
柄
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
第
一
二
二
－
一
条
の
適
用
に
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つ
い
て
、
ま
し
て
や
、
専
門
家
の
役
割
外
で
あ
り
、
司
法
官
の
み
に
留
保
さ
れ
て
い
る
、
法
律
分
野
の
問
題
で
あ
る
対
象
者
の
責
任
に
つ
い
て
、

意
見
を
出
し
て
は
な
ら
な
い

）
11
（

」。
さ
ら
に
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ミ
エ
通
達
が
出
さ
れ
た
直
後
の
一
九
〇
七
年
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
・

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
開
催
さ
れ
た
精
神
医
学
者
お
よ
び
神
経
医
学
者
会
議
に
お
い
て
、
報
告
者
の Ballet 

が
、
医
師
は
、
も
っ
ぱ
ら
医
学
的
な
分

野
の
事
実
に
つ
い
て
意
見
す
る
た
め
に
招
か
れ
る
の
で
あ
り
、
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
で
は
な
い
と
し
て
い
た

）
1（
（

。
ま
た
、
刑
法
学
の
立
場
か
ら

も
、Garraud
は
、
鑑
定
医
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
問
題
視
し
、
鑑
定
医
が
確
認
す
る
の
は
生
理
学
的
責
任
の
み
で
あ
る
と
し
て
い
た

）
11
（

。

（
２
）
精
神
鑑
定
医
と
予
審
判
事
と
の
関
係

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
精
神
鑑
定
医
が
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
に
直
結
す
る
よ
う
な
意
見
を
鑑
定
報
告
書
に
記
載
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
前
述
のPradel

の
指
摘
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
精
神
科
医
の
判
断
が
裁
判
の
帰
結
を
左
右
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
こ
こ
で
、
鑑
定
人
の
選
任
が
裁
判
官
の
専
権
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

執
筆
時
は
控
訴
院
判
事
のGuéry

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
裁
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
道
徳
的
判
断
を
持

つ
に
至
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
自
ら
が
指
名
す
べ
き
鑑
定
人
を
選
ぶ
よ
う
に
導
か
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
こ

の
現
実
を
隠
そ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
自
分
の
感
覚
に
も
っ
と
も
適
し
た
鑑
定
人
を

指
名
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
。
あ
る
程
度
裁
判
所
に
勤
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
官
は
、
選
任
に
際
し
て
、
誰
が
第
一
二
二
－
一
条
の
適
用

を
拒
む
鑑
定
人
な
の
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
11
（

。
ま
た
、
執
筆
時
は
予
審
判
事
のLavielle

も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
裁
判
官
は
、
ど
の

鑑
定
人
が
任
さ
れ
た
事
案
を
本
当
に
検
討
し
、
ど
の
鑑
定
人
が
表
面
的
な
報
告
書
し
か
出
さ
な
い
の
か
を
知
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
自
分
の

管
轄
区
の
鑑
定
人
が
、
特
に
そ
れ
が
セ
ク
タ
ー
の
病
院
勤
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
部
の
鑑
定
人
よ
り
も
、
責
任
無
能
力
を
認
め
な
い
傾
向

に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
裁
判
官
は
、
ど
の
鑑
定
人
が
自
分
の
専
門
技
能
の
行
使
に
自
制
し
、
ど
の
鑑
定
人
が
、
大
な
り
小

な
り
覚
え
の
あ
る
犯
罪
学
か
ら
概
念
を
借
用
す
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
。「
裁
判
官
の
期
待
が
鑑
定
人
の
選
択
に
に
じ
み
出
る
と
言
う
の
は
、

婉
曲
の
一
つ
で
あ
る

）
11
（

」。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
責
任
能
力
判
断
に
つ
き
あ
る
程
度
当
た
り
を
付
け
た
上
で
、
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鑑
定
人
を
選
任
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Lancelevée=Protais

は
、
裁
判
官
へ
の
聴
取
調
査
か
ら
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
裁
判
官
像
を
描
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、
中
立
性
を
重
視
し

て
鑑
定
人
の
特
性
を
考
慮
に
入
れ
な
い
者
、
不
処
罰
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
責
任
無
能
力
の
認
定
に
敵
対
的
な
鑑
定
人
を
選
任
す
る

者
、
反
対
に
、
そ
の
範
囲
を
確
保
す
る
た
め
に
責
任
無
能
力
の
認
定
に
好
意
的
な
鑑
定
人
を
選
任
す
る
者
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
は
、
刑

事
無
答
責
を
結
論
付
け
る
鑑
定
が
あ
る
場
合
で
も
、
こ
れ
と
は
反
対
の
結
論
を
示
す
別
の
鑑
定
や
、
そ
の
中
で
の
責
任
能
力
を
基
礎
付
け
る

部
分
に
依
拠
し
て
、
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。「
刑
事
無
答
責
を
め
ぐ
る
精
神
鑑
定
人
と
司
法
官
と
の
関
係
は
、
実
際
に
は
非
常
に
複

雑
で
あ
る

）
11
（

」。
彼
女
ら
の
調
査
は
、
一
般
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
留
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
前
述
の
裁
判
官
経
験
者
の
認
識
と
整
合
す
る
。

確
か
に
、
裁
判
官
が
責
任
能
力
判
断
に
際
し
て
中
立
性
を
保
と
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
判
断
の
負
担
を
免
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
裁

判
官
が
鑑
定
人
に
全
権
を
委
任
し
て
、
そ
の
意
見
に
従
属
す
る
結
果
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
裁
判
官
に
よ
る
一
つ
の
態
度
決
定
の

帰
結
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
責
任
能
力
制
度
を
支
配
し
て
い
る
の
は
裁
判
官
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
能
力

判
断
を
主
導
し
て
い
る
の
は
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
裁
判
官
で
あ
り
、
精
神
鑑
定
は
こ
れ
に
科
学
的
な
論
拠
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う

の
が
実
情
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
三
）
小
括

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、「
拘
束
性
問
題
」
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
精
神
鑑
定
の
法
的
拘
束
力
は
存
在
せ
ず
、
事
実

的
拘
束
力
も
限
ら
れ
た
意
味
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
責
任
能
力
判
断
は
、
基
本
的
に
は
裁
判
所
の

統
制
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
参
照
し
た
裁
判
官
経
験
者
の
論
説
や
調
査
研
究
が
、
精
神
鑑
定
の
実
務
全
体
を
適
切
に
把

握
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
留
保
を
付
し
て
お
く
。
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そ
れ
以
外
の
二
つ
の
分
析
視
角
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
可
知
論
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
事
項
に
指
示
が
あ
る
た
め
当
然
な
の
だ
が
、

行
為
時
の
精
神
障
害
と
犯
行
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
精
神
科
医
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
鑑
定
医

が
心
理
学
的
要
素
に
明
確
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
不
可
知
論
に
近
い
鑑
定
医
が
も
っ
と
も
責
任
無
能
力
の

認
定
に
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。「
専
門
性
問
題
」
と
の
関
係
で
は
、
責
任
能
力
判
断
が
精
神
医
学
の
専
門

に
属
す
る
と
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
年
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
責
任
能
力
制
度
の
理
解

に
起
因
す
る
立
場
の
相
違
が
、
鑑
定
の
結
論
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

お
わ
り
に

（
一
）
検
討

第
一
に
、「
可
知
論
問
題
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
行
為
時
の
精
神
障
害
と
犯
行
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
精
神
鑑
定
の
役
割
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
鑑
定
実
務
は
一
見
す
る
と
可
知
論

に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
ま
で
判
断
し
て
い
る
わ
り
に
は
、
心
理
学
的
要
素
に
対
す
る
言
及

が
少
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
責
任
能
力
判
断
に
お
い
て
混
合
的
方
法
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「『
刑
法
的
に
弁
識
能
力
・
制
御
能
力
に
影
響
を
持
つ
精
神
障
害
の
存
否
』
と
い
う

一
段
階
の
、『
精
神
医
学
的
・
刑
法
的
方
法
』
に
よ
る
判
断

）
11
（

」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
第
一
二
二
－
一
条
の

素
直
な
文
法
構
造
と
も
合
致
す
る
し
、
生
物
学
的
要
素
の
み
を
定
め
て
い
た
一
八
一
〇
年
刑
法
典
以
来
の
伝
統
と
も
整
合
す
る
。
そ
う
す
る
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と
、
鑑
定
事
項
の
「
被
鑑
定
人
が
追
及
さ
れ
る
犯
行
は
、
そ
の
異
常
と
関
連
が
あ
る
か
」
は
、
具
体
的
な
機
序
や
心
理
学
的
要
素
へ
の
影
響

と
い
う
よ
り
も
、
行
為
時
の
精
神
障
害
と
犯
行
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
一
般
的
・
類
型
的
な
関
係
の
問
題
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
責
任
能
力
の
程
度
は
、
行
為
時
の
精
神
障
害
・
神
経
性
精
神
障
害
の
重
篤
度
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
座
の
結
論
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
鑑
定
の
実
務
は
、
厳
格
な
不
可
知
論
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
心
理
学
的
要

素
を
個
別
の
判
断
に
お
い
て
常
に
問
題
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の
厳
密
な
可
知
論
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
可
知
論
の
行
き
過
ぎ
を
懸
念
し
て
、
生
物
学
的
要
素
（
特
に
疾
病
の
診
断
）
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る

）
11
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
実
務
は
、
こ
の
よ
う
な
運
用
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、「
専
門
性
問
題
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
に
関
す
る
判
断
ま
で
も
が
、
精
神

医
学
の
専
門
に
属
す
る
と
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
務
の
問
題
点
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
の
判
断
に
際
し
て
精
神
医
学
の
本

来
の
専
門
性
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
責
任
能
力
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
問
題
な
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
な
議
論
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
責
任
能
力
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
個
々
の
鑑
定
医
が
持
つ
見
方
が
、
責
任
能
力
判
断
に
直
接
の
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
責
任
無
能
力
者
の
不
処
罰
を
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
の
優
先
と
考
え
る
鑑
定
医
は
、
不
処
罰
を
示
唆

す
る
鑑
定
意
見
を
示
し
、
反
対
に
、
そ
れ
を
精
神
障
害
者
の
社
会
的
排
除
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
る
鑑
定
医
は
、
処
罰
を
示
唆
す
る
鑑
定
意

見
を
示
す
と
い
う
状
況
が
、
少
な
く
と
も
実
務
の
一
部
で
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
責
任
能
力
と
は
何
か
、
そ
の
制
度

を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
ま
で
、
精
神
医
学
の
専
門
に
属
す
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
精

神
鑑
定
に
真
に
必
要
な
専
門
性
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。
そ
し
て
、
対
象
者
の
危
険
性
や
治
療
可
能
性
ま
で
も
鑑
定
事
項
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
冒
頭
で
問
題
と
し
た
「
精
神
医
学
の
専
門
性
を
発
揮
で
き
る
事
項
で
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
、
結
論
的
に
は
正
し
い
。
つ
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ま
り
、
責
任
能
力
判
断
そ
の
も
の
を
精
神
鑑
定
に
求
め
る
こ
と
は
、
制
度
に
対
す
る
個
々
の
鑑
定
医
の
見
方
が
鑑
定
に
混
入
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
精
神
医
学
と
し
て
の
専
門
性
を
歪
め
る
危
険
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
鑑
定
医
の
意
見
の
ど
の
部
分
を
重
視
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
の
専
門
性
が
発
揮
さ
れ
る
事
項
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
性
問
題
に
関
す
る
「
精
神
障
害
の
有
無
及
び
内
容
（
生
物

学
的
要
素
）
と
、
精
神
症
状
等
が
ど
の
よ
う
に
犯
行
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
機
序
に
関
す
る
事
実
（
心
理
学
的
事
実
）」
と
い
う
冒

頭
の
稗
田
の
設
定
は
、
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、「
拘
束
性
問
題
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
精
神
鑑
定
の
法
的
拘
束
力
は
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
官
が
鑑
定
人
の
意
見
を
尊
重
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
事
実
的
拘
束
力
は
認
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
裁
判
官
が
、
前
も
っ
て
あ
る
程
度
結
論
に
当
た
り
を
付
け
た
上

で
、
同
じ
意
見
を
出
し
そ
う
な
鑑
定
人
を
選
任
し
て
い
る
と
い
う
実
情
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
の
判
断
を
外
か
ら
方
向
付
け
る
と
い

う
意
味
で
の
拘
束
力
は
、
事
実
上
も
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
の
合
理
的
控
制
と
い
う

鑑
定
制
度
の
趣
旨
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
鑑
定
人
の
選
任
の
実
務
は
、
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
専
門
性
問
題
」
と
の
関
係
で
は
、
鑑
定
人
が
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
に
ま
で
意
見
を
出
す
こ
と
は
、
裁
判
官
が
精
神
鑑
定
に
拘
束
さ

れ
な
い
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
条
文
は
鑑
定
人
の
任
務
を
「
専
門
分
野
の
問
題

の
検
査
」
と
し
て
い
る
が
、
鑑
定
事
項
に
責
任
能
力
判
断
そ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
特
に
な
く
、
そ

れ
は
陪
審
員
の
入
る
重
罪
法
院
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
一
般
論
と
し
て
、
法
律
の
適
用
・
解

釈
に
つ
い
て
も
鑑
定
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
か
ん
が
み
る
と
、「
事
実
認
定
者
の
職
分
を
侵
害
す
る
」
と
い

う
の
は
、
鑑
定
事
項
を
限
定
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
科
学
の
権
威
を
ま
と
っ
た
精
神
鑑
定
が
、
裁
判
官
の
判
断
に
過
度
の
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
も
疑
わ
し
い
。
フ
ラ
ン

（法政研究 85－３・４－610）
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ス
の
鑑
定
人
選
任
の
実
務
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
の
門
外
漢
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
判
断
を
固
め
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
鑑
定
意
見
と
異
な
る
結
論
を
裁
判
官
が
法
律
判
断
と
し
て
下
す
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
一
般
論
と
し
て
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
、
科
学
的
証
拠
の
証
拠
能
力
を
そ
こ
ま
で
厳

密
に
吟
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
責
任
能
力
に
関
す
る
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
弊
害
が
誤
判
と
し
て
顕
在

化
し
や
す
い
他
の
科
学
的
証
拠
と
は
異
な
り
、
過
度
の
影
響
と
は
何
か
が
一
つ
の
問
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
鑑
定
人
と
裁
判
官
と
の
関
係
は
、
前
者
の
専
門
性
を
柱
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、

鑑
定
人
の
意
見
に
法
的
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
鑑
定
を
命
じ
た
趣
旨
に
か
ん
が
み
て
、
鑑
定
人
の
専
門
性
が
発
揮
さ
れ
る
限
度
で
こ
れ
を

十
分
に
尊
重
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
生
物
学
的
要
件
（
特
に
疾
病
の
診
断
）
の
扱
い
に
つ
い
て
、

な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
こ
そ
が
、
精
神
医
学
の
専
門
性
が
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ

る
事
項
、
そ
れ
ゆ
え
、
鑑
定
を
命
じ
た
裁
判
官
が
本
来
的
に
重
視
す
べ
き
事
項
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
わ
が
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
大
き
な
相
違
点
―
―
結
び
に
か
え
て

最
後
に
、
刑
事
精
神
鑑
定
制
度
に
つ
い
て
、
わ
が
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
決
定
的
な
相
違
点
は
、
鑑
定
制
度
の
活
用
に
対
す
る
態
度
に

あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
裁
判
開
始
前
の
司
法
研
究
が
そ
の
典
型
な
の
だ
が

）
11
（

、
精
神
鑑
定
の
実
施
に
よ
り
不
都
合
が
生
じ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
活
用
自
体
を
制
限
し
よ
う
、
あ
る
い
は
、
そ
の
影
響
力
を
減
殺
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
ウ
ト
ゥ
ロ
事
件
の
よ
う
に
現
実
に
問
題
が
生
じ
た
場
面
で
も
、
鑑
定
を
よ
り
適
切
に
活
用
し

よ
う
と
い
う
方
向
性
に
制
度
が
改
革
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
責
任
能
力
判
断
の
過
程
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
鑑
定
お
よ
び

（85－３・４－611）



論　説

1388

刑
事
無
答
責
の
宣
告
の
各
段
階
に
お
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
順
次
高
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、

鑑
定
医
の
職
業
倫
理
上
の
義
務
が
明
確
化
さ
れ
た
点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
裁
判
官
の
能
力
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

様
々
な
方
途
に
よ
り
、
多
角
的
に
現
状
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実

務
の
問
題
点
と
し
て
、
責
任
能
力
制
度
に
対
す
る
個
々
の
鑑
定
医
の
見
方
が
鑑
定
に
混
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
精
神
科
医
が
鑑
定
を
通
し
て
責
任
能
力
制
度
の
構
想
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
現
状
を
見
る
と
、
わ
が
国
の
方
向
性
に
は
、
責
任
能
力
判
断
に
従
来
ま
で
関
わ
っ
て
き
た
、
あ
る
い
は

本
来
関
わ
る
べ
き
ア
ク
タ
ー
の
利
益
・
関
心
を
、
必
要
以
上
に
振
る
い
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
、

精
神
鑑
定
に
よ
り
生
じ
る
と
さ
れ
る
不
都
合
が
、
誰
に
と
っ
て
の
ど
の
よ
う
な
不
都
合
で
あ
る
の
か
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
別
の
立
場
か
ら
の

利
益
・
関
心
の
現
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
も
あ
る
。
も
と
よ
り
、
事
実
審
裁
判
官
に
よ
る
第
三
九
条
の
適
否
の
法
律
判
断
が
、
責
任

能
力
制
度
の
中
核
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
過
程
あ
る
い
は
そ
の
後
の
経
過
も
ま
た
、
制
度
の
正
当
性
と
合
目

的
性
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
要
素
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
必
要
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
鑑
定
人
と
裁
判
官

と
の
関
係
に
つ
い
て
現
行
の
実
務
を
理
論
的
に
固
定
す
る
の
は
、
や
や
早
計
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1 

）　

稗
田
雅
洋
「
裁
判
官
の
責
任
能
力
判
断
と
検
察
官
・
弁
護
人
の
訴
訟
活
動
の
在
り
方
」
刑
弁
九
三
号
（
二
〇
一
八
）
三
一
頁
。
ま
た
、
安
田
拓
人
「
法

的
判
断
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
の
事
実
的
基
礎
」『
岩
井
宜
子
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
）
三
六
頁
。

（
2 

）　

稗
田
・
前
掲
注
（
1
）
三
二
頁
。

（
3 

）　

竹
川
俊
也
『
刑
事
責
任
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
八
－
九
頁
。

（
4 

）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
多
数
の
論
考
が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
箭
野
章
五
郎
「
精
神
鑑
定
の
拘
束
力
に
つ
い
て
―
―
最
高
裁
平
成
二
〇
年
四
月
二
五

日
判
決
お
よ
び
平
成
二
一
年
一
二
月
八
日
決
定
を
契
機
と
し
て
―
―
」
新
報
一
二
一
巻
一
一
／
一
二
号
（
二
〇
一
五
）
七
二
－
七
五
頁
参
照
。

（
5 

）　

木
川
統
一
郎
「
二
人
の
鑑
定
人
が
責
任
能
力
な
し
と
鑑
定
し
て
い
る
場
合
に
、
裁
判
所
が
完
全
責
任
能
力
あ
り
と
判
決
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
」

判
タ
一
二
八
五
号
（
二
〇
〇
九
）
一
三
－
二
一
頁
。

（法政研究 85－３・４－612）
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（
6 

）　

伊
藤
栄
樹
＝
亀
山
継
夫
＝
小
林
充
＝
香
城
敏
麿
＝
佐
々
木
史
朗
＝
増
井
清
彦
編
『
新
版
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
巻
〕』（
立
花
書
房
、
一
九
九
七
）

三
九
二
－
三
九
三
頁
〔
亀
山
継
夫
〕、
河
上
和
雄
＝
中
山
善
房
＝
古
田
佑
紀
＝
原
田
國
男
＝
河
村
博
＝
渡
辺
咲
子
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法 

第
二
版 

第
三
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
）
二
七
九
－
二
八
〇
頁
〔
中
井
憲
治
〕、
松
本
時
夫
＝
土
本
武
司
＝
池
田
修
＝
酒
巻
匡
編
『
条
解
刑
事
訴
訟

法
〔
第
四
版
増
補
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
）
三
〇
一
頁
。

（
7 

）　

竹
川
・
前
掲
注
（
3
）
五
六
頁
。

（
8 

）　 

浅
田
和
茂
『
科
学
捜
査
と
刑
事
鑑
定
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
一
七
〇
頁
。

（
9 

）　

裁
判
員
制
度
の
構
想
段
階
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
上
野
芳
久
「
裁
判
員
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
陪
審
制
」『
高
窪
貞
人
教
授
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』（
現

代
人
文
社
、
二
〇
〇
四
）
一
九
二
－
一
九
六
頁
。

（
10 

）　 

荒
川
正
三
郎
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
鑑
定
に
つ
い
て
」
判
タ
一
七
八
号
（
一
九
六
五
）
三
三
－
四
四
頁
、
内
田
博
文
「
フ
ラ
ン
ス
の
刑

事
鑑
定
制
度
」
上
野
正
吉
＝
兼
頭
吉
市
＝
庭
山
英
雄
編
『
刑
事
鑑
定
の
理
論
と
実
務　

情
状
鑑
定
の
科
学
化
を
め
ざ
し
て
』（
成
文
堂
、
一
九
七
七
）

二
四
－
三
七
頁
、
影
山
任
佐
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
事
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
」
精
神
医
学
二
〇
巻
一
二
号
（
一
九
七
八
）
一
三
七
九
－
一
三
八
九

頁
、
近
藤
和
哉
「
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
裁
判
と
精
神
医
療
」
町
野
朔
＝
中
谷
陽
二
＝
山
本
輝
之
編
『
触
法
精
神
障
害
者
の
処
遇
〔
増
補
版
〕』（
信
山
社
、

二
〇
〇
六
）
三
九
六
－
三
九
九
頁
、
田
口
寿
子
「
諸
外
国
に
お
け
る
刑
事
精
神
鑑
定　

フ
ラ
ン
ス
」
松
下
正
明
総
編
・
中
谷
陽
二
編
『
司
法
精
神
医

学　

２ 

刑
事
事
件
と
精
神
鑑
定
』（
中
山
書
店
、
二
〇
〇
六
）
二
七
七
－
二
八
二
頁
。

（
11 

）　 

木
川
・
前
掲
注
（
5
）
一
三
頁
。

（
12 

）　

一
八
一
〇
年
刑
法
典
は
、「
被
告
人
が
、
行
為
時
に
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
場
合
、
又
は
被
告
人
が
抵
抗
で
き
な
い
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
た

場
合
、
重
罪
又
は
軽
罪
は
存
在
し
な
い
」（
第
六
四
条
）
と
し
て
い
た
。

（
13 

）　M
ichèle=Laure Rassat, Juris-Classeur Pénal, A

rt. 122-1 et 122-2, 2011 (m
ise à jour 2017), n

0S 45-49.

（
14 

）　

概
要
に
つ
い
て
は
、
大
島
一
成
＝
阿
部
又
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
成
人
の
精
神
科
治
療
シ
ス
テ
ム
と
法
律
―
―
非
自
発
的
入
院
に
つ
い
て
の
臨

床
的
考
察
と
提
言
―
―
」
精
神
神
経
学
雑
誌
一
一
四
巻
四
号
（
二
〇
一
二
）
四
〇
一
－
四
〇
二
頁
。

（
15 

）　

内
容
は
、
①
被
害
者
や
未
成
年
者
等
と
の
交
際
の
禁
止
、
②
特
定
の
場
所
へ
の
滞
在
禁
止
、
③
武
器
の
所
持
・
携
帯
の
禁
止
、
④
特
定
の
職
業
ま
た

は
無
報
酬
の
活
動
の
禁
止
、
⑤
運
転
免
許
停
止
、
⑥
再
発
行
申
請
禁
止
を
伴
う
運
転
免
許
取
消
し
で
あ
る
。

（
16 

）　

第
二
項
は
、
一
九
九
四
年
の
現
行
刑
法
典
施
行
以
降
に
改
正
を
経
て
い
る
。
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
徳
永
元
「
行
為
時
に
責
任
能
力
を
減
退
さ

せ
る
精
神
障
害
に
冒
さ
れ
て
い
た
者
に
適
用
可
能
な
刑
事
責
任
の
減
軽
に
関
す
る
元
老
院
法
律
委
員
会
報
告
書
」
九
法
一
一
五
号
（
二
〇
一
七
）
一
－

四
一
頁
。

（
17 

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
保
安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
（Loi 

（85－３・４－613）
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n

°2008-174

）
に
つ
い
て
」
法
政
七
七
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）
八
三
七
－
八
三
九
頁
参
照
。

（
18 

）　

以
下
、Jean-Paul V

alat, Juris-Classeur Procéduer pénale, A
rt. 156 à 169-1, 2013 (m

ise à jour 2017).
（
19 
）　V

alat, op. cit. (note 18), n
o 39.

（
20 
）　

そ
の
他
、
判
決
時
や
刑
の
執
行
時
、
釈
放
時
に
お
い
て
鑑
定
が
必
要
的
と
な
る
場
面
に
つ
い
て
は
、Laurence Leturm

y, Les règles 
juridiques encadrant l’expertise en m

atière pénale, dans: Sid A
bdellaoui (dir.), L’expertise psycholegale. Enjeux, réalités et 

N
ouvelles perspectives, 2012, pp. 66-68.

（
21 

）　

内
田
・
前
掲
注
（
10
）
二
四
頁
。

（
22 

）　 

詳
し
く
は
、
荒
川
・
前
掲
注
（
10
）
三
三
頁
。

（
23 

）　 

鑑
定
人
の
員
数
に
関
す
る
制
度
設
計
に
つ
い
て
は
、Roger M

erle=A
ndré V

itu, T
raité de droit crim

inel, tom
e 2, Procédure pénale, 5

e 
éd, 2001, pp. 259-260; M

ichèle-Laure Rassat, Procédure pénale, 3
e éd., 2017, pp. 358-360.

（
24 

）　Jean Pradel, Les aspects procéduraux de l’expertise psychiatrique, dans: T
hierry A

lbernhe (dir.), Crim
inologie et psychiatrie, 

1997, p. 593.

（
25 

）　Caroline Guibet Lafaye=Cam
ille Lancelevée=Caroline Protais, L’irresponsabilité pénale au prism

e des représentations 
sociales de la folie et de la responsabilité des personnes souffrant de troubles m

entaux, 2016, p. 145 (Cam
ille Lancelevée=Caroline 

Protais).

（
26 

）　RA
PPO

RT
 fait au nom

 de la com
m

ission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlem
ent et 

d’adm
inistration générale, par M

. Pierre Fauchon, Sénat n
o 116, 1994-1995, pp. 71-72. 

近
藤
・
前
掲
注
（
10
）
三
九
九
頁
。

（
27 

）　

詳
し
く
は
、
荒
川
・
前
掲
注
（
10
）
三
五
－
三
六
頁
。

（
28 

）　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
制
裁
研
究
会
（
訳
）「
行
刑
計
画
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
の
法
律
第
二
〇
一
二
－
四
〇
九
号
（
二
）」
法
政
八
一
巻
一
／

二
号
（
二
〇
一
四
）
三
六
－
三
七
頁
〔
井
上
宜
裕
〕
参
照
。

（
29 

）　

ウ
ト
ゥ
ロ
事
件
と
そ
こ
で
の
心
理
学
鑑
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
白
取
祐
司
「
刑
事
司
法
に
お
け
る
心
理
鑑
定
の
可
能
性
」『
村
井
敏
邦
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
）
五
八
三
－
五
八
七
頁
参
照
。

（
30 

）　

影
山
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
八
五
頁
、
近
藤
・
前
掲
注
（
10
）
三
九
七
頁
、
田
口
・
前
掲
注
（
10
）
二
七
八
頁
。

（
31 

）　M
ichel D

avid, L’expertise psychiatrique pénale, 2006, p. 71; Caroline Protais, Sous l’em
prise de la folie?, 2016, p. 30; Jean-Louis 

Senon=Carol Jonas=M
élanie V

oyer (dir.), Psychiatrie légale et crim
inologie clinique, 2013, pp. 125-127 (Jean-Louis Senon=M

élanie 
V

oyer=Guillaum
e D

avignon=A
lexia D

elbreil). 

な
お
、Sutter, Les pièges tendu au psychiatre par l’expertise m

édico-légale, dans: 

（法政研究 85－３・４－614）
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A
lbernhe, op. cit. (note 24), p. 588

お
よ
び
近
藤
・
前
掲
注
（
10
）
三
九
九
頁
は
、
②
の
項
目
に
同
内
容
を
含
め
る
。
ま
た
、Bruno Lavielle, 

Q
uelles sont les attentes de la justice face à l’expert psychiatre dans le dom

aine psychocrim
inologique et quels sont les 

argum
ents en faveur et défaveur de l’expertise contradictoire ?, dans: Jean-Louis Senon=Jean-Charles Pascal=Gérard Rossinelli 

(dir.), Expertise psychiatrique pénale, 2007, p. 198

は
、
刑
法
典
第
一
二
二
－
二
条
の
強
制
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
も
鑑
定
事
項
と
す
る
。
さ

ら
に
、
影
山
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
八
五
－
一
三
八
六
頁
。

（
32 

）　V
alat, op. cit. (note 18), n

0S 121-156. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
荒
川
・
前
掲
注
（
10
）
三
七
－
三
九
頁
、
田
口
・
前
掲
注
（
10
）
二
八

〇
頁
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
。

（
33 

）　

影
山
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
八
六
－
一
三
八
七
頁
、
田
口
・
前
掲
注
（
10
）
二
八
〇
頁
。

（
34 

）　Carol Jonas=Jean-Louis Senon=M
élanie V

oyer=A
lexia D

elbreil, M
éthodologie de l’expertise en pcychiatrie, 2013, pp. 68-72; 

Cyril M
anzanera= Jean=Louis Senon, L’expertise psychiatrique pénale: questionnem

ents après l’audition publique de la haute 
autorité de santé, dans: A

bdellaoui, op. cit. (note 20), p. 146. 

た
だ
し
、
前
者
に
は
①
は
な
く
、
⑤
は
「
本
人
歴
の
精
神
動
力
学
的
解
釈
」
と
な
っ

て
い
る
。

（
35 

）　V
alat, op. cit. (note 18), n

o 201.

（
36 

）　Rassat, op. cit. (note 13), p. 370.

（
37 

）　V
alat, op. cit. (note 18), n

o 202.

（
38 

）　Jonas=Senon=V
oyer=D

elbreili op. cit. (note 34), pp. 84-85.

（
39 

）　

荒
川
・
前
掲
注
（
10
）
四
〇
頁
、
内
田
・
前
掲
注
（
10
）
三
二
頁
。

（
40 

）　Laurence D
um

oulin, L’expert dans la justice, 2007, pp. 44-45.

（
41 

）　 M
erle=V

itu, op. cit. (note 23), p. 258.

（
42 

）　Rassat, op. cit. (note 23), pp. 360-361.

（
43 

）　Jacques Leroy, Procédure pénale, 5
e éd., 2017, p. 483.

（
44 

）　

徳
永
・
前
掲
注
（
16
）
一
七
頁
。

（
45 

）　 

近
藤
・
前
掲
注
（
10
）
三
九
六
頁
、
田
口
・
前
掲
注
（
10
）
二
七
九
頁
。

（
46 

）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
白
取
・
前
掲
注
（
29
）
五
八
二
－
五
八
三
頁
。
鑑
定
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、Jean-Louis Senon=Cyril 
M

anzanera, L’expertise psychiatrique pénale: les données d’un débat, A
J Pénal 2006, pp. 68-69.

（
47 

）　

川
上
他
・
前
掲
注
（
6
）
二
五
八
頁
〔
中
井
憲
治
〕。
も
っ
と
も
、
本
庄
武
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
科
学
鑑
定
の
現
状
と
課
題
：
鑑
定
人
の
地
位
論

（85－３・４－615）
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を
中
心
に
」
一
法
一
六
巻
一
号
（
二
〇
一
七
）
一
一
－
一
二
頁
は
、
鑑
定
人
の
地
位
を
抽
象
的
に
論
じ
る
意
義
の
限
界
を
指
摘
す
る
。

（
48 

）　

た
と
え
ば
、Senon=M

anzanera, op. cit. (note 46), pp. 66-69.
（
49 
）　Rassat, op. cit. (note 13), n

o 38.
（
50 
）　Cass. crim

.11 m
ars 1958, Bull. n

o 238.

（
51 

）　Cass. crim
.6 juin 1979, Bull. n

o 381.

（
52 

）　 Rassat, op. cit. (note 13), n
o 38.

（
53 

）　Jean Pradel, D
roit pénal général, 20

e éd, 2014, p. 432.

（
54 

）　 Cass. crim
. 29oct. 2003, Bull. n

o 205.

（
55 

）　

影
山
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
八
五
頁
。

（
56 

）　

荒
川
・
前
掲
注
（
10
）
四
三
－
四
四
頁
。

（
57 

）　Lafaye=Lancelevée=Protais, op. cit. (note 25), pp. 22-31 (Caroline Protais).

（
58 

）　

別
の
著
作
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、Protais

に
よ
れ
ば
、「
代
償
不
全
の
局
面
と
は
、
病
状
の
経
過
の
急
性
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
妄
想
、
解
離

ま
た
は
重
大
な
認
知
的
障
害
と
い
っ
た
積
極
的
な
症
状
に
よ
り
現
れ
る
。『
寛
解
』
の
局
面
で
は
、
精
神
病
の
症
状
は
弱
ま
り
、
当
該
人
物
は
よ
り
変
性

し
て
い
な
い
世
界
と
の
関
係
に
あ
る
」（Protais, op. cit. (note 31), p. 285

）。

（
59 

）　 Lafaye=Lancelevée=Protais, op. cit. (note 25), pp. 44-53 (Caroline Protais).

（
60 

）　Jonas=Senon=V
oyer=D

elbreil, op. cit. (note 34), p. 54.

（
61 

）　 Revue de psychiatrie et de psychologie experim
entale 1907, pp. 353-356. 

影
山
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
八
一
頁
。

（
62 

）　René Garraud, T
raité théorique et pratique du droit pénal français, t. 1, 3

e éd., 1913, pp. 634-635.

（
63 

）　Christian Guéry, Le juge d’instruction et l’expertise psychiatrique: dans Claude Louzoun=D
enis Salas (dir.), Justice et 

psychiatrie. N
orm

es, responsabilité, éthique, 1998, p. 185.

（
64 

）　Lavielle, op. cit. (note 31), p. 196.

（
65 

）　Lafaye=Lancelevée=Protais, op. cit. (note 25), pp. 137-144 (Cam
ille Lancelevée=Caroline Protais).

（
66 

）　 

町
野
朔
「『
精
神
障
害
』
と
刑
事
責
任
能
力
：
再
考
・
再
論
」『
内
田
文
昭
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
）
一
四
六
頁
。

（
67 

）　

た
と
え
ば
、
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
［
補
正
版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
）
二
八
四
頁
、
中
谷
陽
二
「
刑
事
責
任
能
力
と
精
神
医
学　

原
点
に
還
る
」

刑
弁
九
三
号
（
二
〇
一
八
）
四
九
－
五
四
頁
、
町
野
・
前
掲
注
（
66
）
一
四
八
－
一
五
二
頁
。

（
68 

）　

わ
が
国
に
お
け
る
不
可
知
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
安
田
・
前
掲
注
（
1
）
四
五
頁
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
務
は
、「
過
剰
な
可
知
論
」
が

（法政研究 85－３・４－616）



フランスにおける刑事精神鑑定（徳永）

1393

裁
判
所
の
判
断
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
同
様
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
69 

）　

司
法
研
修
所
編
『
難
解
な
法
律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
九
）
四
八
－
五
五
頁
。

※
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP18K

12661

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（85－３・４－617）


